
二
〇
二
四
年
（
令
和
六
年
）
五
月
十
五
日

吉
祥
女
子
中
学
・
高
等
学
校
「
研
究
誌
」
第
56
号
抜
刷

守
屋
荒
美
雄
の
初
期
教
育
論

　
　「生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」

黒

　川

　孝

　広
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守
屋
荒
美
雄
の
初
期
教
育
論
「
生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」

	

黒
　
川
　
孝
　
広

は
じ
め
に

　
守
屋
荒
美
雄
（
一
八
七
二
（
明
治
五
）
～
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
））
の
業
績
を
概
観
す
る
と
、四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　
一
つ
が
教
育
実
戦
者
と
し
て
で
あ
り
、
初
等
教
育
と
中
等
教
育
が
あ
る
。

　
二
つ
が
著
作
者
と
し
て
で
あ
り
、
一
九
八
点
の
教
科
書
を
執
筆
し
、
ま
た
著
書
・
雑
誌
の
出
版
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

　
三
つ
が
会
社
経
営
者
と
し
て
で
あ
り
、
帝
国
書
院
の
設
立
と
運
営
が
中
心
で
あ
り
、
蛍
雪
書
院
の
事
務
も
こ
こ
に

含
ま
れ
る
。

　
四
つ
が
学
校
経
営
者
と
し
て
で
あ
り
、
出
資
、
設
立
、
名
誉
職
と
し
て
の
校
長
、
理
事
な
ど
教
育
実
践
以
外
が
含

ま
れ
る
⑴
。

　
こ
の
四
つ
は
時
間
軸
で
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
重
層
的
に
業
績
が
あ
り
、
特
に
年
齢
を
重
ね
る
度
に
業
績

を
増
や
し
て
い
る
の
は
、
常
に
向
上
心
を
持
ち
、
挑
戦
し
続
け
て
い
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
教
育
実
戦
者
　
　
一
八
歳
～
四
九
歳
（
初
等
教
育
一
八
歳
～
二
六
歳
、
中
等
教
育
二
六
歳
～
四
九
歳
）

　
　
著
作
者
　
　
　
　
三
一
歳
～
六
七
歳

　
　
会
社
経
営
者
　
　
四
六
歳
～
六
七
歳

　
　
学
校
経
営
者
　
　
六
〇
歳
～
六
七
歳

　
こ
の
中
で
も
明
確
に
時
間
軸
で
区
分
で
き
る
の
が
、
教
育
実
践
者
と
し
て
の
時
期
の
初
等
教
育
か
ら
中
等
教
育
へ

の
転
換
期
で
あ
る
。
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
、
二
五
歳
の
時
に
上
京
し
、
そ
の
翌
年
に
は
中
等
教
育
教
員
と
し

て
活
躍
し
、
そ
こ
か
ら
六
年
後
に
は
教
科
書
執
筆
を
開
始
し
て
い
る
。
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そ
こ
で
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
か
ら
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
頃
の
守
屋
荒
美
雄
の
動
向
に
つ
い
て
各

資
料
か
ら
確
認
し
、
中
等
教
育
実
践
者
に
進
む
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

　
な
お
守
屋
荒
美
雄
は
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
に
守
屋
荒
三
か
ら
守
屋
荒
美
雄
と
改
名
す
る
が
、
本
文
記
述

で
は
守
屋
荒
美
雄
に
統
一
し
、
引
用
時
は
原
典
に
従
う
⑵
。

	

一
　
上
京
の
目
的
と
文
検

　
守
屋
荒
美
雄
は
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
、
一
八
歳
で
岡
山
県
浅
口
郡
西
阿
知
町
の
西
ノ
浦
高
等
小
学
校
に
受

業
生
と
し
て
初
等
教
育
の
教
育
実
践
者
と
し
て
活
動
を
開
始
す
る
。
そ
の
間
、
地
理
、
歴
史
、
代
数
、
法
律
へ
の
関

心
が
強
く
、
代
数
に
至
っ
て
は
遠
く
ま
で
通
い
、
識
者
に
質
問
す
る
ほ
ど
で
あ
る
⑶
。
特
に
法
律
は
早
稲
田
法
律
学

校
の
校
外
生
（
通
信
教
育
に
相
当
）
と
な
り
法
律
研
究
を
始
め
る
な
ど
、
学
問
へ
の
志
が
強
か
っ
た
。
一
八
九
一
（
明

治
二
四
）
年
頃
に
は
「
高
等
文
官
試
験
」
へ
の
志
が
生
ま
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
岡
山
県
の
「
文
検
」
の

予
備
試
験
に
合
格
す
る
と
、
上
京
し
本
試
験
受
験
を
決
意
す
る
。
第
一
目
的
の
高
等
文
官
試
験
は
難
関
で
あ
り
、
そ

の
準
備
の
た
め
和
仏
法
律
学
校
に
進
学
す
る
こ
と
も
上
京
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
五
月
、
二
五
歳
で
上
京
す
る
と
、
ま
ず
文
部
省
教
員
検
定
試
験
を
受
験
し
合
格
す
る
。

　
文
部
省
総
務
局
文
書
課
発
行
の
『
教
員
免
許
台
帳
抄
』（
文
部
省
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
））
に
は
免
許
状
番
号

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
一
六
〇
〇
　
明
治
二
九
年
六
月
一
〇
日
　
中
・
高
　
　
　
地
理
（
地
誌
）	

守
屋
荒
三

　
　
　
師
七
〇
九
　
明
治
二
九
年
六
月
一
〇
日
　
師
　
　
　
　
　
地
理
（
地
誌
）	

守
屋
荒
三

　
　
　
八
二
二
　
　
明
治
三
一
年
六
月
　
三
日
　
師
・
中
・
高
　
地
文
　
　
　	

守
屋
荒
三

　
高
等
文
官
試
験
が
第
一
の
目
的
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
学
校
勤
務
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
周
囲
の
す
す
め
に
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よ
る
。
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
六
月
に
牛
込
区
愛
日
小
学
校
に
勤
務
す
る
が
、
高
等
文
官
試
験
に
専
念
す
る
た

め
に
五
ヶ
月
で
辞
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
二
月
、
二
六
歳
で
青
森
県
師
範
学
校
に
就
任

し
な
が
ら
、
半
年
で
帰
京
す
る
の
は
、
同
じ
く
高
等
文
官
試
験
の
準
備
の
た
め
、
和
仏
法
律
学
校
で
勉
学
す
る
こ
と

を
望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
守
屋
荒
美
雄
は
和
仏
法
律
学
校
を
一
九
〇
一（
明
治
三
四
）年
七
月
に
卒
業
す
る
。
和
仏
法
律
学
校
は
一
九
〇
六（
明

治
三
九
）
年
に
法
政
大
学
に
改
組
す
る
の
で
、
法
政
大
学
の
卒
業
生
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
⑷
。
こ
の
和
仏
法
律

学
校
卒
業
が
縁
で
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
法
政
大
学
の
理
事
に
選
ば
れ
、
法
政
中
学
校
設
立
に
尽
力
し
、
そ

こ
で
学
校
設
立
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
に
な
り
、
帝
国
教
育
学
園
設
立
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
九
月
に
西
小
川
町
に
あ
っ
た
独
逸
学
協
会
中
学
校
に
校
長
・
大
村
仁
太
郎
か
ら
招
か

れ
る
。
大
村
仁
太
郎
は
独
逸
学
協
会
中
学
校
の
充
実
の
た
め
、
高
等
師
範
、
外
語
、
学
習
院
、
陸
軍
学
校
か
ら
教
師

を
招
き
、
教
師
陣
は
地
理
・
守
屋
荒
美
雄
、
国
語
・
芳
賀
矢
一
・
志
田
義
秀
・
林
敏
介
、
歴
史
・
津
田
左
右
吉
、
音

楽
・
大
村
恕
三
郎
・
東
儀
鉄
笛
・
東
儀
俊
竜
、
生
物
・
丘
浅
次
郎
、
獨
逸
語
・
三
並
良
・
高
田
善
次
郎
・
小
笠
原
稔
・

谷
口
秀
太
郎
・
武
内
大
造
・
国
吉
直
蔵
、
修
身
・
山
口
小
太
郎
・
高
島
平
三
郎
で
あ
る
。
守
屋
荒
美
雄
が
高
等
文
官

試
験
の
準
備
が
あ
り
な
が
ら
、
独
逸
学
協
会
中
学
校
の
教
員
を
引
き
受
け
た
の
は
、
大
村
仁
太
郎
の
説
得
と
、
和
仏

法
律
学
校
へ
の
通
学
が
可
能
な
地
理
的
な
要
因
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
な
ぜ
著
名
な
教
師
陣
の
中
に
、
一
地
方
か

ら
上
京
し
た
小
学
校
教
員
の
守
屋
荒
美
雄
が
対
象
と
な
っ
た
の
か
は
、
独
逸
協
会
（
現
、
獨
協
学
園
）
の
資
料
に
は

見
ら
れ
な
い
。
数
多
の
中
等
教
員
の
中
か
ら
、
守
屋
荒
美
雄
に
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た
の
は
、
守
屋
荒
美
雄
が
世

に
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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二
　
東
京
府
教
育
会
『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』

　
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
に
守
屋
荒
美
雄
が
世
に
知
ら
れ
る
契
機
を
、『
守
屋
荒
美
雄
伝
』
の
年
表
か
ら
探
す
と
、

　「
明
治
三
十
年
二
十
六
歳
　
此
の
年
、
東
京
府
の
雑
誌
「
教
育
界
」
に
教
育
的
意
見
を
発
表
し
て
大
い
に
そ
の
存
在

を
認
め
ら
れ
る
。」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
「
教
育
的
意
見
」
は
、『
守
屋
荒
美
雄
伝
』
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
守

屋
荒
美
雄
の
他
の
著
書
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
⑸
。

　
東
京
府
に
関
わ
る
教
育
機
関
と
し
て
は
「
東
京
府
教
育
会
」
が
あ
る
。
東
京
府
教
育
会
は
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）

年
に
「
東
京
府
教
育
談
会
」
と
し
て
創
立
さ
れ
、
そ
の
後
、
教
育
の
改
善
を
目
指
し
て
教
員
の
み
な
ら
ず
民
間
の
有

志
も
参
加
し
、一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
に
「
東
京
府
教
育
会
」
に
改
組
し
た
。
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
に
「
東

京
府
連
合
教
育
会
」、	

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
「
帝
都
教
育
会
」
と
改
称
し
、一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
「
束

京
都
教
育
会
」
と
な
り
、
現
在
も
東
京
都
の
教
員
と
民
間
と
の
一
体
と
な
っ
て
、
東
京
都
の
教
育
を
推
進
し
、
一
ツ

橋
教
育
会
館
や
三
楽
病
院
の
運
営
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
東
京
府
教
育
会
の
機
関
誌
が
、『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』

で
あ
る
。
同
誌
は
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
か
ら
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
ま
で
、
一
〇
二
号
発
刊
さ
れ
、
約

一
三
〇
〇
名
の
会
員
が
購
読
し
て
い
た
が
、
中
に
は
、
師
範
学
校
校
長
な
ど
も
購
読
し
て
い
た
。
全
国
的
な
雑
誌
で

は
な
い
が
、
小
学
校
、
師
範
学
校
の
教
員
の
情
報
源
で
あ
り
、
中
に
は
中
央
組
織
で
あ
る
大
日
本
教
育
会
に
属
し
て

い
る
会
員
に
い
た
こ
と
か
ら
、『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』
に
名
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
、「
存
在
を
認
め
ら
れ
る
」
可

能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』を
全
巻
保
管
し
て
い
る
機
関
は
な
い
た
め
、調
査
に
あ
た
っ

て
は
、『
復
刻
版
『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』』（
不
二
出
版
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
）
と
『
東
京
府
東
京
市
教
育
会
機
関

誌
総
目
次
』
東
京
都
教
育
史
資
料
総
覧
第
三
巻
（
東
京
都
立
教
育
研
究
所
、
一
九
九
三
年
三
月
）
を
利
用
し
た
。

　
守
屋
荒
美
雄
が
上
京
し
た
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
か
ら
の
『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』
を
確
認
す
る
と
、

一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
一
〇
月
の
号
に
「
守
屋
荒
三
」
が
東
京
府
教
育
会
に
入
会
と
の
記
事
が
見
ら
れ
た
。
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一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
六
月
に
改
名
す
る
の
で
、「
守
屋
荒
三
」
で
あ
る
こ
と
と
、
所
属
が
愛
日
小
学
校
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
守
屋
荒
美
雄
本
人
の
記
事
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　
そ
こ
で
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
一
〇
月
以
降
に
刊
行
し
た
『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』
を
確
認
す
る
と
、

一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
一
月
発
行
の
第
八
八
号
の
「
輿
論
一
般
」
に
「
守
屋
荒
美
」
名
義
の
投
稿
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
、

現
存
す
る
全
巻
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
守
屋
」
姓
の
投
稿
は
な
い
た
め
、「
守
屋
荒
美
」
の
投
稿
は
、「
教
育
的
意
見

を
発
表
し
て
大
い
に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
」
た
守
屋
荒
美
雄
の
投
稿
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。『
東
京
府
教
育
会
雑

誌
』
は
欠
号
が
多
く
、
こ
の
後
に
確
認
で
き
た
の
は
、
九
〇
、九
一
、九
四
、九
八
～
一
〇
二
号
で
、
い
ず
れ
に
も
執
筆

は
な
か
っ
た
。
所
在
不
明
で
あ
る
、
八
九
、九
二
、九
三
、九
五
～
九
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
今
後
、

発
見
さ
れ
る
ま
で
待
た
ざ
る
を
得
な
い
。

　
守
屋
荒
美
雄
と
東
京
府
教
育
会
と
の
関
係
を
年
表
で
整
理
し
た
も
の
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
八
九
六
（
明
治
二
九
）

二
五
歳
　
五
月
　
一
日

　
六
月
二
四
日

一
〇
月

一
一
月
一
九
日

一
二
月
二
八
日

上
京

文
部
省
教
員
検
定
試
験
合
格
（
地
理
地
誌
科
中
等
教
員
免
許
）

東
京
市
牛
込
区
愛
日
小
学
校
教
員
就
任

東
京
府
教
育
会
入
会

東
京
府
小
学
校
本
科
正
教
員
合
格

東
京
市
牛
込
区
愛
日
小
学
校
教
員
辞
任

一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）

二
六
歳
　
一
月
三
一
日

　
二
月
二
六
日

　
九
月
二
二
日

　
九
月
二
三
日

東
京
府
教
育
会
『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』
八
八
号
に
教
育
的
意
見
発
表

青
森
県
師
範
学
校
助
教
諭
就
任
（
地
理
科
）

青
森
県
師
範
学
校
助
教
諭
退
任

独
逸
学
協
会
中
学
校
教
員
就
任
（
地
理
歴
史
科
）
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一
八
九
八
（
明
治
三
一
）

二
七
歳
　
五
月

　
六
月
二
九
日

文
部
省
中
等
教
員
検
定
試
験
合
格
（
地
理
地
文
科
）

守
屋
荒
美
雄
と
改
名
（
そ
れ
ま
で
は
守
屋
荒
三
）

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）

三
十
歳
　
七
月

和
仏
法
律
学
校
（
法
政
大
学
前
身
）
卒
業

　
守
屋
荒
美
雄
が
『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』
第
八
八
号
に
投
稿
し
た
の
は
、「
生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」
で
あ
る
。『
東

京
府
教
育
会
雑
誌
』
に
は
主
と
し
て
研
究
者
に
よ
る
「
論
説
」、
教
育
関
係
者
以
外
に
よ
る
「
学
芸
」、
教
育
関
係
者
・

民
間
の
意
見
で
あ
る「
輿
論
一
般
」と
分
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
就
任
・
退
任
の
記
事
も
あ
り
、そ
の
場
合
は
本
名「
守

屋
荒
三
」
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
輿
論
一
般
」
は
投
稿
記
事
で
あ
り
、
他
の
執
筆
者
に
は
天
城
散
史
、
度
水
漁
史

な
ど
の
筆
名
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、「
守
屋
荒
美
」と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
守

屋
荒
三
」
か
ら
「
守
屋
荒
美
雄
」
に
改
名
す
る
は
、
投
稿
し
た
翌
年
の
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
で
あ
る
た
め
、
改

名
以
前
に
「
守
屋
荒
美
」
の
名
を
使
う
の
は
、
現
時
点
で
は
こ
れ
が
初
出
で
あ
る
。「
守
屋
荒
美
雄
」
で
は
な
く
「
守

屋
荒
美
」
と
し
た
の
は
、
意
図
的
か
誤
植
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」
の
執
筆
者

名
を
「
守
屋
荒
美
」
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
守
屋
荒
美
雄
」
へ
改
名
し
た
要
因
と

も
考
え
ら
れ
る
。

	

三
　「
生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」

　
守
屋
荒
美
「
生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」『
東
京
府
教
育
会
雑
誌
』
第
八
八
号
（
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
一
月
）

の
本
文
の
翻
刻
は
次
の
通
り
。
本
文
は
カ
ナ
表
記
を
ひ
ら
が
な
に
し
た
他
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、
明
か
な
誤
植
は

修
正
し
た
。
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○
生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法																		

会
員
　
守
屋
　
荒
美

　
仏
の
ル
イ
十
四
世
は
朕
は
国
家
な
り
と
云
ひ
、
普
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
大
王
は
朕
は
国
家
第
一
の
僕
な
り
と
曰
ふ
。

日
本
紀
に
我
　
天
智
天
皇
も
亦
、
朕
は
億
兆
の
父
母
な
り
と
宣
へ
り
と
見
ゆ
。
予
輩
は
此
口
調
を
借
り
来
て
、
直
に

教
員
を
学
校
の
君
主
な
り
、
生
徒
の
父
母
な
り
と
云
は
ん
と
す
。

　
論
者
之
を
難
じ
て
或
は
曰
は
ん
。
汚
帽
破
靴
妻
子
さ
へ
哺
ご
く
む
こ
と
能
は
ず
。
平
身
低
頭
、
一
紙
一
筆
さ
へ
も

理
事
者
の
天
機
を
伺
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
が
如
き
現
今
の
教
員
を
、
而
か
云
ふ
は
抑
も
愚
の
甚
だ
し
き
も
の
な
り
と
。

夫
れ
然
り
。
夫
れ
豈
に
然
ら
ん
や
。
予
輩
が
斯
く
断
言
せ
ん
と
欲
す
る
所
の
も
の
は
、
上
に
対
す
る
処
の
教
師
に
あ

ら
ず
し
て
、
学
校
及
び
生
徒
に
対
す
る
所
の
教
員
其
物
を
曰
ふ
也
。

　
何
を
以
て
か
教
員
を
学
校
の
君
主
な
り
と
云
ふ
。

　
学
校
を
起
す
も
教
員
な
り
。
学
校
を
倒
す
も
教
員
也
。
校
盛
ん
に
し
て
人
材
輩
出
す
る
も
、
校
衰
へ
て
人
材
後
を

絶
つ
も
、
皆
教
員
の
勤
む
る
と
勤
め
ざ
る
と
に
関
す
。
換
言
す
れ
ば
、
教
師
の
一
挙
手
一
投
足
は
以
て
学
校
の
盛
衰

消
長
に
係
る
。
学
校
を
統
御
す
る
処
の
理
事
者
、
彼
れ
何
者
ぞ
。
教
師
是
れ
ぞ
真
に
学
校
を
統
御
左
右
す
る
底
の
君

主
な
る
ぞ
。

　
教
場
多
数
の
児
童
蛙
鳴
蝉
噪
其
静
ま
る
所
を
知
ら
ざ
る
が
如
し
と
雖
も
、
教
員
一
た
び
教
壇
に
立
つ
や
、
群
雀
の

一
鷹
忽
ち
四
隅
寂
た
り
寥
た
り
。
教
師
一
事
を
命
す
る
こ
と
あ
ら
ん
か
。
唯
々
諾
々
、
此
れ
命
、
此
れ
従
ひ
、
一
事

成
功
せ
ば
、
仰
て
論
功
行
賞

0

0

0

0

の
褒
詞
を
待
つ
も
の
の
如
く
然
り
。

　
児
童
誤
て
墨
汁
を
散
す
。
除
ろ
に
之
を
拭
か
し
め
て
過
を
責
め
ず
、
一
童
会
々
礼
を
欠
く
。
循
々
礼
の
何
物
た
る

を
教
へ
て
、
其
罪
を
糺
さ
ず
。

　
刑
措
ひ
て
問
は
ざ
る
こ
と
五
十
年

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
似
た
る
の
何
ぞ
甚
し
き
や
。
一
家
五
口
妻
は
凍
へ
て
、
寒
に
号
ひ
、
子
は
飢

へ
て
粟
に
啼
く
も
清
廉
潔
白
一
物
だ
も
生
徒
に
徴
せ
ず
、
課
役
を
免
じ
租
税
を
除
く
三
年

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
、
何
ぞ
択
は
ん
や
。
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衆
童
校
門
を
出
づ
る
の
癖
あ
り
、教
師
其
不
可
な
る
理
由
を
述
べ
て
罰
則
を
示
す
。
衆
生
之
を
賛
し
て
将
来
を
謹
む
。

此
れ
立
法
組
織
に
稍
似
た
る
所
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
太
郎
便
所
に
在
り
、
次
郎
後
よ
り
之
を
擣
く
。
尿
水
忽
ち
衣
に
迸
る
。
太
郎

赫
怒
報
ふ
る
に
唾
を
以
て
す
。
是
に
於
て
か
是
非
曲
直
の
判
決
を
求
む
。
司
法
の
大
権
、
夫
れ
何
者
の
有
す
る
所
ぞ
。

　
正
雄
行
を
乱
る
、
流
涕
頭
を
撫
し
て
改
悛
を
口
解
く
。
校
名
高
く
昇
り
て
荒
夷
八
蛮
の
外
に
在
る
も
の
玉
帛
を
取

り
て
、
入
校
す
る
こ
と
勝
け
て
、
数
ふ
可
か
ら
ず
。
危
険
な
る
が
故
に
木
に
攀
づ
る
な
。
人
の
愛
せ
る
草
木
を
手
折

る
な
と
、懇
々
諭
し
来
る
こ
と
、行
政
普
及
と
さ
も
似
た
り
。
知
ら
ず
行
政
の
大
権
は
抑
も
何
人
の
手
に
帰
す
る
や
を
。

　
書
き
去
り
、
書
き
来
ら
ば
、
教
師
は
益
々
神
聖
侵
す
可
か
ら
ざ
る
君
主
の
如
く
に
し
て
、
而
か
も
行
政
司
法
立
法

の
大
権
お
も
統
合
し
、
時
と
し
て
は
生
徒
を
引
卒
し
て
、
三
軍
を
叱
咤
す
る
こ
と
あ
り
。
此
れ
を
し
も
君
主
と
云
ふ

を
迂
な
り
と
笑
ふ
も
の
あ
ら
ば
、
予
は
更
に
其
迂
を
笑
は
ん
と
欲
す
る
も
の
也
。

　
何
を
以
て
か
教
師
を
生
徒
の
父
母
と
云
ふ
。

　
朝
な
朝
な
来
り
て
机
に
倚
ら
ん
と
す
る
や
、
慇
懃
叮
嚀
礼
を
厚
く
し
て
業
に
就
く
。
猶
ほ
寝
床
を
出
で
て
挨
拶
を

な
し
、
父
母
の
傍
に
楽
し
く
翫
物
を
弄
す
る
が
如
し
。
教
師
微
笑
を
以
て
向
へ
ば
、
喜
悦
の
情
を
以
て
答
へ
、
教
師

遊
歩
場
に
出
づ
れ
ば
争
ひ
来
て
袴
を
綻
は
し
、
羽
織
を
破
る
其
状
賽
の
河
原
の
地
蔵
も
亦
殆
ん
ど
及
ば
ざ
る
可
し
宝

に
や
。

　
先
生
と
呼
ぶ
声
音
は
、
父0

よ
母0

よ
と
呼
ぶ
の
口
調
に
さ
も
似
た
り
。
予
輩
嘗
て
之
を
聞
く
。
洋
宗
に
は
父パ
パ
ーと
呼
ぶ

も
の
あ
り
と
。
何
故
学
校
に
於
て
は
パ
パ
ー
　
マ
マ
ー
と
呼
ば
し
め
ざ
る
や
風
に
冐
さ
る
る
な
、
冷
水
を
貪
る
な
、

熱
に
侵
さ
る
る
な
、
病
に
掛
か
る
な
ど
は
三
千
世
界
に
子
を
持
つ
親
心
な
る
べ
し
と
雖
も
、
教
師
の
心
痛
も
亦
、
此

に
及
ぶ
。
見
よ
、一
生
偶
然
欠
席
す
。
若
し
や
不
時
の
厄
あ
り
し
に
は
、あ
ら
ざ
る
か
と
は
予
輩
常
の
心
事
な
ら
ず
や
。

　
教
師
の
児
童
に
対
す
る
関
係
、
前
述
の
如
し
。
此
れ
を
生
徒
の
父
母
と
云
ふ
。
蓋
し
適
評
予
輩
の
言
の
溢
な
ら
ざ

る
を
知
る
。

　
事
実
、
既
に
前
述
の
如
く
ん
ば
、
教
師
は
慈
悲
な
る
父
母
と
し
て
活
潑
々
地
の
子
を
希
ひ
、
有
識
な
る
君
主
と
し
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て
掀
天
翻
地
の
国
民
を
望
ま
ざ
る
可
か
ら
ず
。

　
夫
れ
学
校
は
無
味
に
観
察
せ
ば
、
一
個
の
学
校
に
過
ぎ
ず
と
雖
も
、
深
慮
数
番
せ
ば
、
生
徒
が
家
庭
よ
り
社
会
に

躍
り
出
づ
る
の
一
階
級
な
り
。

　
換
言
す
れ
ば
此
に
社
会
の
何
物
た
る
を
解
し
得
て
、
将
来
有
為
の
素
地
を
な
す
、
大
国
民
の
下
拵
な
り
。
校
規
を

守
る
は
国
憲
を
重
ん
じ
、
国
法
に
遵
ふ
も
の
教
師
に
対
す
る
の
敬
礼
は
移
し
て
尊
王
と
な
り
、
愛
校
は
愛
国
と
な
り
、

授
業
料
は
租
税
と
変
じ
、
朋
友
の
交
は
世
人
の
交
り
と
な
る
。
是
に
於
て
か
我
輩
教
育
者
の
事
業
面
白
く
し
て
且
つ

価
値
あ
る
も
の
と
曰
は
ざ
る
可
か
ら
ず
。

　
予
輩
は
固
よ
り
口
訥
に
し
て
行
敏
な
る
教
育
者
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
又
常
に
生
徒
を
し
て
自
治
自
由
独
立
独
行
の

位
地
に
立
つ
国
民
た
ら
し
む
る
を
以
て
目
的
と
す
る
以
上
は
、
干
渉
、
是
れ
至
り
。
遂
に
優
柔
不
断
為
す
こ
と
な
き

の
所
謂
紈
椅
子
を
作
る
を
避
け
ん
為
め
、
生
徒
が
為
し
得
る
限
の
事
は
、
生
徒
を
し
て
自
ら
な
さ
し
め
ん
と
欲
す
る

も
の
な
り
。
即
ち
左
に
列
挙
す
る
所
の
者
の
如
き
は
、
或
は
以
て
此
目
的
に
合
ふ
べ
き
自
治
思
想
養
成
の
方
便
た
る

に
庶
幾
ら
ん
か
。

（
一
）
掃
除
　
自
己
の
汚
せ
し
も
の
を
自
己
の
掃
除
す
る
は
自
然
の
結
果
な
り
。
然
る
に
此
れ
を
学
校
の
小
使
等
に
為

さ
し
む
る
は
畢
竟
生
徒
を
し
て
怠
惰
な
ら
し
め
責
を
忘
れ
し
む
る
も
の
な
り
。
故
に
各
自
順
番
を
定
め
て
之
を
為
さ

し
め
ば
、
一
方
に
は
右
の
害
を
除
き
、
一
方
に
は
社
会
は
共
同
す
べ
き
も
の
な
る
を
知
る
の
楷
梯
と
な
る
可
し
。

（
二
）
水
の
散
布
、
湯
茶
の
配
置
　
一
は
教
場
の
清
潔
を
希
ふ
も
の
に
し
て
、
一
は
喫
飯
の
時
に
必
要
な
る
勤
な
り
。

前
者
の
理
由
と
同
じ
け
れ
ば
、
又
同
じ
く
生
徒
に
な
さ
し
む
べ
き
な
り
。

（
三
）
窓
の
開
閉
　
空
気
の
新
鮮
に
し
て
且
温
度
の
適
宜
な
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
ば
、
窓
の
開
閉
に
注
意
す
べ
し
。
窓
の

開
閉
は
窓
下
の
生
徒
に
任
す
。

（
四
）
敬
礼
の
唱
　
教
師
其
他
敬
礼
す
べ
き
人
に
向
っ
て
礼
を
な
す
べ
き
た
め
に
、
級
中
品
行
方
正
に
し
て
、
人
望
あ

る
も
の
を
選
挙
せ
し
め
て
礼
の
号
令
を
唱
へ
し
む
る
こ
と
。
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（
五
）
各
生
相
互
の
注
意
　
自
己
の
悪
な
る
こ
と
を
覚
ら
ず
、
猥
に
談
語
を
試
み
、
又
は
他
見
を
な
し
て
学
課
に
注
意

せ
ざ
る
と
き
、
隣
生
徐
に
注
意
を
な
す
こ
と
。

（
六
）
黒
板
を
塗
ら
し
む
る
こ
と
　
黒
板
の
黒
白
は
以
て
教
師
の
熱
心
な
る
と
否
と
を
知
る
べ
し
と
は
経
験
家
の
唱
ふ

る
所
。
毎
週
清
書
の
時
に
残
り
の
墨
汁
を
塗
ら
し
め
て
不
熱
心
の
本
色
を
現
は
す
勿
れ
。
黒
板
を
し
て
叨
り
に
剥
げ

板
の
誹
を
免
か
ら
れ
よ
。
生
徒
は
喜
ん
で
此
任
に
当
り
、
己
れ
等
の
な
し
た
る
事
と
し
て
、
此
れ
が
美
を
悦
び
濫
書

等
の
憂
な
し
。

　
右
に
列
挙
す
る
も
の
の
外
、
教
場
内
に
て
な
す
べ
き
こ
と
一
小
国
家
の
事
と
て
多
々
此
れ
有
ら
ん
。
次
に
列
挙
す

る
も
の
は
、
教
場
外
に
属
す
る
も
の
な
り
。

（
七
）
級
長
　
教
場
内
に
於
て
礼
の
号
令
を
唱
ふ
も
の
か
。
或
は
更
に
互
撰
せ
し
め
て
級
長
を
置
き
、
出
入
の
号
令
を

な
し
、
或
は
生
徒
一
人
に
て
教
場
に
入
る
と
き
の
届
出
を
受
け
し
む
る
こ
と
。

（
八
）
監
督
　
登
校
帰
校
の
途
次
、
規
律
厳
粛
な
ら
し
め
ん
為
め
監
督
の
互
撰
を
な
さ
し
む
る
こ
と
。
或
は
教
師
自
ら

任
す
る
こ
と
。
嘗
て
予
は
此
れ
等
の
も
の
を
監
督
に
任
す
る
の
辞
令
を
用
ひ
し
こ
と
あ
り
し
が
、
其
成
功
著
し
き
も

の
あ
り
た
り
。

（
九
）
家
庭
に
て
の
注
意
　
既
に
教
場
に
て
も
各
自
品
行
の
注
意
を
な
さ
し
む
る
も
の
な
れ
ば
、
家
庭
に
於
て
の
遊
び

に
も
各
自
注
意
を
な
す
こ
と
は
朋
友
の
情
を
温
む
る
こ
と
尠
少
に
あ
ら
ず
。

（
一
〇
）
会
合
　
学
校
よ
り
帰
り
し
後
に
日
課
の
温
習
を
な
す
為
め
も
よ
り
く
に
会
合
せ
し
む
可
し
。

　
右
の
各
項
は
只
心
に
浮
び
し
こ
と
を
記
せ
し
に
、止
れ
ば
決
し
て
目
醒
ま
し
き
も
の
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ど
、又
、

実
務
の
一
助
に
も
な
り
、
教
育
の
本
旨
に
副
ふ
こ
と
も
あ
ら
ん
。
大
方
の
実
務
家
幸
に
他
に
善
良
な
る
方
便
あ
ら
ば
、

教
示
を
惜
し
む
勿
か
れ
。
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【
語
注
】ルイ

十
四
世
…
…
朕
は
国
家
な
り
（L'Etat,	c'est	m

oi

）
は
、
一
六
五
五
年
四
月
十
三
日
、
最
高
司
法
機
関
高

等
法
院
が
諫
め
た
の
に
対
し
て
、「
国
民
だ
け
で
い
い
。
朕
こ
そ
が
国
家
だ
」
と
言
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
引

用
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
ル
イ
十
四
世
の
時
代
』（
一
七
五
一
年
）
よ
る
。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
大
王
…
…
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
が
述
べ
た
言
葉
。
啓
蒙
専
制
主
義
の
考
え
を
示

す
代
表
的
な
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
る
。
引
用
は
『
反
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
論
』（
一
七
四
〇
年
）
に
よ
る
。

哺
ご
く
む
…
…
食
べ
物
を
口
に
ふ
く
む
こ
と
。

蛙
鳴
蝉
噪
…
…
が
や
が
や
し
ゃ
べ
る
こ
と
。

群
雀
の
一
鷹
忽
ち
四
隅
寂
た
り
寥
た
り
…
…
雀
の
さ
え
ず
り
も
一
羽
の
鷹
が
現
れ
る
と
静
か
に
な
る
。

掀
天
翻
地
…
…
天
に
聞
こ
え
て
ひ
っ
く
り
返
す
。

	

四
　
守
屋
荒
美
雄
の
教
育
思
想

　「
生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」
は
そ
の
時
代
状
況
を
抜
き
に
し
て
は
検
討
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
こ

か
ら
守
屋
荒
美
雄
の
教
育
論
の
本
質
を
伺
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
扱
っ
て
い
る
の
は
授
業
環
境
の
整
備

の
点
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
の
部
分
で
は
、
明
確
に
、

　「
常
に
生
徒
を
し
て
自
治
自
由
独
立
独
行
の
位
地
に
立
つ
国
民
た
ら
し
む
る
を
以
て
目
的
と
す
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
生
徒
を
し
て
自
ら
な
さ
し
め
ん
と
欲
す
る
」

と
、生
徒
が
自
分
の
力
で
学
び
、自
ら
を
律
し
て
成
長
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
教
育
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。



14

こ
の
時
代
で
は
し
つ
け
や
教
え
る
こ
と
が
多
い
中
、生
徒
が
自
ら
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
は
、特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、澤
柳
政
太
郎
が
文
部
次
官
で
活
躍
す
る
の
が
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
、及
川
平
治
の
「
分
団
式
動
的
教
育
論
」

が
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
、
木
下
竹
次
が
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
の
自
由
教
育
が
一
九
一
九
（
大

正
八
）
年
と
考
え
る
と
、
自
由
教
育
が
流
行
す
る
前
に
「
自
由
独
立
独
行
」
を
主
張
し
て
い
る
点
が
、「
大
い
に
そ
の

存
在
を
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
に
な
り
、
独
逸
学
協
会
中
学
校
の
大
村
仁
太
郎
に
招
か
れ
る
一
因
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
で
、
冒
頭
に
海
外
の
知
識
を
入
れ
る
こ
と
は
、
明
治
の
文
章
の
特
徴
で
あ
り
、
時
代
に
即
し
た
記
述
を
し
て

い
る
が
、「
自
由
独
立
独
行
」
は
守
屋
荒
美
雄
の
造
語
で
は
な
く
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ラ
ー
原
著
で
、

一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
葦
田
束
雄
翻
訳
の
『
字
血
句
涙
　
回
天
之
弦
声
』
に
「
不
覊
自
由
独
立
独
行
」
の
引

用
と
も
考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
ド
イ
ツ
翻
訳
小
説
が
流
行
し
て
十
年
後
で
あ
る
が
、
翻
訳
調
の
文
体
を
倣
い
つ
つ
、

教
育
思
潮
を
折
り
込
む
と
こ
ろ
に
、
学
究
的
な
論
文
で
は
な
く
、
守
屋
荒
美
雄
の
教
場
の
授
業
の
よ
う
な
文
章
で
あ

る
と
こ
ろ
に
、
多
く
の
人
の
関
心
を
引
い
た
と
思
わ
れ
る
⑹
。

　
こ
の
「
生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」
が
「
大
い
に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
」
る
最
初
の
機
会
で
あ
り
、
今
後
の
守

屋
荒
美
雄
の
著
作
者
、
会
社
経
営
者
、
学
校
経
営
者
と
し
て
の
業
績
の
転
換
期
と
し
て
捉
え
る
ら
れ
る
。
守
屋
荒
美

雄
の
教
育
へ
の
熱
意
と
は
、
生
徒
が
自
ら
成
長
し
て
い
く
自
立
を
志
向
し
た
教
育
観
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
背
景
と

し
て
は
守
屋
荒
美
雄
が
自
ら
の
向
上
心
・
勉
学
へ
の
意
欲
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
学
校
経

営
の
方
針
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
帝
国
教
育
学
園
構
想
の
基
礎
が
す
で
に
「
生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」
に
現

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注⑴
守
屋
荒
美
雄
の
学
校
経
営
に
は
出
資
と
設
立
と
名
誉
職
に
分
け
ら
れ
る
。
関
東
商
業
学
校
、
帝
国
教
育
学
園
以
外

に
は
、
主
に
次
の
学
校
に
関
わ
っ
て
い
る
。
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武
蔵
野
音
楽
学
校
が
各
種
学
校
か
ら
専
門
学
校
に
申
請
し
た
と
き
に
三
万
五
千
円
を
出
資
し
て
い
る
。
福
井
直

秋
は
次
の
よ
う
に
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
頃
の
こ
と
を
懐
古
し
て
い
る
。「
さ
て
専
門
学
校
に
す
る
た
め
に
は

一
〇
万
円
の
基
本
金
が
要
る
。
そ
の
調
達
を
帝
国
書
院
の
社
長
守
屋
荒
美
雄
氏
に
依
頼
し
た
ら
内
三
万
五
千
円
は

何
と
か
し
よ
う
。
ま
た
三
万
五
千
円
を
守
屋
が
出
す
な
ら
、
俺
も
一
肌
ぬ
ご
う
と
い
う
刀
江
書
院
の
社
長
尾
高
豊

作
氏
の
話
で
、
あ
と
三
万
円
は
完
成
年
度
ま
で
に
で
き
れ
ば
よ
い
。（
中
略
）　
そ
し
て
残
り
の
三
万
円
は
完
成
年

度
に
元
古
河
電
工
の
専
務
荻
野
元
太
郎
氏
に
頼
ん
で
漸
く
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
思
え
ば
当
時
の
一
〇
万

円
と
い
え
ば
仲
々
容
易
な
ら
ぬ
大
金
で
は
あ
っ
た
。（
中
略
）　
今
で
も
尚
当
時
の
一
〇
万
円
の
工
面
は
わ
た
く
し

の
身
に
し
み
て
こ
た
え
て
い
る
。」（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
『
三
十
年
の
歩
み
』
武
蔵
野
音
楽
大
学
）

　
市
川
中
学
校
の
設
立
に
は
五
万
円
を
出
資
し
て
い
る
。
亀
川
徳
一
は
次
の
よ
う
に
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
頃

の
こ
と
を
懐
古
し
て
い
る
。「
財
団
法
人
を
設
立
す
る
に
は
現
金
五
万
円
と
い
う
基
本
金
を
積
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
早

速
守
屋
先
生
に
相
談
す
る
と
、「
ヨ
シ
僕
が
出
し
て
や
る
。
行
り
給
え
！
」
と
の
事
だ
。
そ
こ
で
私
が
創
立
者
と
な
っ

て
申
請
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
県
庁
で
手
間
ど
っ
て
容
易
に
イ
エ
ス
と
謂
っ
て
呉
れ
ぬ
。
守
屋
先
生
は
然

ら
ば
僕
が
行
っ
て
や
る
と
て
、
態
々
千
葉
県
庁
迄
も
出
掛
け
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
県
庁
で
も
守
屋
さ
ん
が
御

行
り
に
な
る
の
な
ら
と
忽
ち
文
部
省
に
書
類
を
申
達
し
て
呉
れ
た
の
で
あ
る
が
、
文
部
当
局
か
ら
も
案
外
早
く
認

可
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
次
第
で
あ
る
。」（「
守
屋
先
生
を
偲
ぶ
」『
守
屋
荒
美
雄
伝
』
四
三
二
頁
）

　
法
政
中
学
校
の
設
立
に
は
中
心
と
な
っ
て
動
い
た
こ
と
が
『
法
政
大
学
百
年
史
』
に
書
か
れ
て
い
る
。「
中
等
部
の

誕
生
は
守
屋
荒
美
雄
理
事
（
明
治
三
四
年
和
仏
法
律
学
校
卒
）
の
構
想
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
守
屋
理
事
は

苦
学
力
行
の
人
で
あ
り
、
帝
国
書
院
を
経
営
す
る
か
た
わ
ら
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
一
九
八
種
の
中
等
学
校
用
教

科
書
を
著
作
し
、中
等
教
育
に
並
々
な
ら
ぬ
熱
情
を
抱
い
て
い
た
。」（『
法
政
大
学
百
年
史
』八
五
五
頁
）。
ま
た
、『
法

政
一
中
高
五
〇
年
史
』
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
商
業
を
含
め
、
昼
間
中
等
部
設
立
に
つ
い
て
、
企
画

部
で
立
案
さ
れ
る
前
後
か
ら
中
心
に
な
っ
て
文
字
通
り
東
奔
西
走
し
た
の
は
、
企
画
担
当
理
事
守
屋
荒
美
雄
で
あ
っ
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た
。
資
金
問
題
も
さ
る
こ
と
な
ら
が
（
中
略
）
守
屋
理
事
が
さ
ら
に
大
き
な
苦
心
を
払
っ
た
の
は
短
期
間
に
必
要

数
の
教
員
を
集
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
学
予
科
・
学
部
教
員
の
兼
務
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。
い
き
お
い
、
教
科
書
出
版
会
社
を
経
営
す
る
守
屋
の
人
脈
に
大
き
く
依

存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。」（
法
政
大
学
第
一
中
学
・
高
等
学
校
『
法
政
一
中
高
五
〇
年
史
』
四
七
頁
）

⑵
「
荒
美
雄
」
の
名
に
つ
い
て
、『
復
刻
版
『
守
屋
荒
美
雄
伝
』』（
帝
国
書
院
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
））
の
附
録

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
父
・
守
屋
荒
美
雄
の
思
い
出
」
で
、
守
屋
美
雄
（
守
屋
荒
美
雄
の
七
男
）
は
「「
最
高
の
知
恵
者
」

と
い
う
意
味
を
持
っ
て
「
ス
サ
ビ
オ
」
だ
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
て
、「
荒
美
」
に

つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
　
な
お
、
本
名
で
あ
る
「
荒
三
」
は
、『
守
屋
荒
美
雄
伝
』
に
「
氏
の
令
姪
に
荒
三
な
る
名
を
与
へ
た
。
令
姪
荒
三

氏
は
後
に
外
松
家
を
嗣
ぎ
、
外
松
荒
三
と
称
し
、
現
に
神
戸
市
に
て
貿
易
商
を
営
ん
で
を
る
。」
と
あ
り
、「
現
に

神
戸
市
に
て
貿
易
業
に
従
事
し
、
岡
山
県
輸
出
花
莚
連
合
会
委
員
長
、
日
本
花
莚
輸
出
協
会
理
事
其
の
他
十
指
に

余
る
名
誉
職
を
兼
ね
て
活
躍
中
で
あ
る
。」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
外
松
家
と
は
外
松
謙
の
こ
と
で
あ
り
、
外
松
謙

の
長
女
「
ち
よ
」
が
守
屋
荒
美
雄
先
生
に
嫁
い
だ
縁
で
、守
屋
荒
美
雄
の
親
族
を
外
松
家
に
嗣
が
せ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
際
に
、「
荒
三
」
に
改
名
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
外
松
荒
三
の
生
年
・
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
想
定
さ

れ
る
年
齢
や
倉
敷
に
住
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
を
総
合
し
て
判
断
す
る
と
、
守
屋
荒
美
雄
の
姉
「
伎
左
」
の
子
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
守
屋
荒
美
雄
は
親
族
を
大
切
に
し
て
い
て
、
帝
国
書
院
、
帝
国
第
一
高
等
女
学
校
の
関
係
者
に
は
親
族
に
よ
っ

て
い
る
。

　
　
帝
国
書
院
が
株
式
会
社
と
し
て
設
立
し
た
時
の
役
員
と
の
関
係
は
次
の
通
り
。

○
取
締
役
社
長

増
田
啓
策	

守
屋
荒
美
雄
の
長
女
「
繁
子
」
の
夫
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○
取
締
役

外
松
荒
三	

守
屋
荒
美
雄
の
姪
、
一
番
目
の
妻
「
外
松
ち
よ
」
の
実
家
を
嗣
い
だ
親
族
（
義
兄
弟
）

吉
川
近
一	

守
屋
荒
美
雄
の
妹
「
以
屋
」
の
夫
　（
吉
川
駒
次
郎
　
長
男
）

押
田
治
郎
作	

守
屋
荒
美
雄
の
二
番
目
の
妻
「
押
田
マ
ツ
」
の
父

古
橋
庄
兵
衛	

守
屋
荒
美
雄
の
一
番
目
の
妻
「
外
松
ち
よ
」
の
妹
「
外
松
い
そ
」
の
夫

○
監
査
役

守
屋
荒
美
雄

　
　
帝
国
第
一
高
等
女
学
校
が
設
立
し
た
時
の
役
員
と
の
関
係
は
次
の
通
り
。

○
理
事
長

守
屋
美
賀
雄	

守
屋
荒
美
雄
の
次
男

○
理
事

増
田
啓
策	

守
屋
荒
美
雄
の
長
女
「
繁
子
」
の
夫

守
屋
美
智
雄	

守
屋
荒
美
雄
の
三
男

増
田
繁
子	

守
屋
荒
美
雄
の
長
女

守
屋
紀
美
雄	

守
屋
荒
美
雄
の
四
男

守
屋
美
都
雄	

守
屋
荒
美
雄
の
五
男

○
監
事

高
橋
寿
太
郎	

守
屋
美
賀
雄
の
妻
「
弥
寿
子
」
の
父

藤
田
仁
太
郎	

守
屋
美
智
雄
の
妻
「
綾
子
」
の
父

⑶
『
守
屋
荒
美
雄
伝
』
に
は
江
原
弥
恵
治
が
「
野
口
保
興
著
の
数
学
の
理
論
及
実
際
の
如
き
数
百
頁
な
る
を
悉
く
筆

写
し
て
使
用
せ
り
」（「
守
屋
君
を
語
る
」
四
〇
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
野
口
保
興
の
本
は
『
算
数
学
：
理
論
応
用
上
巻
』
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（
雙
々
館
、
明
治
二
四
年
一
月
）
と
『
算
数
学
：
理
論
応
用
下
巻
』（
雙
々
館
、
明
治
二
四
年
六
月
）
で
、
そ
れ
ぞ

れ
二
〇
七
頁
と
二
二
一
頁
で
あ
る
。
ま
た
、
三
宅
淳
七
郎
は
「
特
に
数
学
に
興
味
を
有
し
、
地
方
の
数
学
家
に
つ

き
代
数
の
研
究
を
共
に
学
び
し
こ
と
あ
り
」（「
守
屋
荒
美
雄
氏
の
略
歴
概
要
」
六
三
頁
）
と
あ
る
。
地
理
学
者
の

山
上
万
次
郎
は
「
守
屋
君
は
数
学
が
好
き
で
、
特
に
代
数
が
得
意
で
あ
っ
た
。
君
の
優
越
性
は
果
た
し
て
令
嗣
君

に
伝
わ
っ
た
。」（「
憶
い
出
す
ま
ま
」
一
一
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

⑷
『
法
政
大
学
校
友
名
鑑
』（
法
政
大
学
校
友
名
鑑
刊
行
会
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
））
に
は
「
明
治
三
四
年
七
月
、

和
仏
法
律
学
校
法
律
科
卒
業
、
守
屋
荒
美
雄
（
帝
国
書
院
創
業
者
、
関
東
第
一
高
等
学
校
・
吉
祥
女
子
中
学
校
・

高
等
学
校
創
立
者
）」
と
卒
業
生
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
法
政
大
学
新
聞
』
第
四
六
号
（
一
九
三
四
（
昭
和
九
）

年
九
月
）
で
は
、「
和
仏
法
律
学
校
時
代
出
身
の
清
廉
潔
白
の
士
で
、
以
来
本
学
の
為
に
尽
く
し
、
刻
苦
研
鑽
し
、

現
在
帝
国
書
院
社
長
の
任
に
あ
り
努
力
家
で
あ
る
。」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
武
蔵
野
村
に
設
置
し
た
日
本
大
学
の
学

生
の
た
め
の
寮
を
増
築
し
て
、
法
政
大
学
の
学
生
の
寮
を
提
供
し
、
遺
言
に
従
い
、
没
後
に
法
政
大
学
に
金
一
万

円
を
寄
付
し
て
い
る
の
で
、
勉
学
の
熱
意
は
、
法
政
大
学
と
の
縁
と
し
て
長
く
続
い
た
の
で
あ
っ
た
。

⑸
主
た
る
著
書
は
次
の
通
り
。
教
育
関
係
の
著
書
に
限
り
調
べ
た
。

　
守
屋
荒
美
雄	

編
『
国
際
地
理
学
　
上
巻
』（
高
等
成
師
学
会
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
））（
※
下
巻
は
未
発
行
）

　
守
屋
荒
美
雄	

編
『
法
令
上
よ
り
観
察
し
た
る
小
学
校
教
員
』（
六
盟
館
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
））

　
守
屋
荒
美
雄
『
動
的
世
界
大
地
理
』（
六
盟
館
、
一
九
一
四
（
大
正
三
））

　
守
屋
荒
美
雄
『
人
生
地
理
』（
帝
国
書
院
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
））

⑹
『
守
屋
荒
美
雄
伝
』
に
は
守
屋
荒
美
雄
の
授
業
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
伊
藤
鐵
哉
「
先
生
の
教
授
振
り
は
極
め
て
指
導
的
で
生
徒
を
し
て
自
ら
発
明
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
た
。
そ
し

て
時
々
激
励
の
言
葉
を
以
て
生
徒
の
気
分
を
引
立
て
る
よ
う
に
務
め
ら
れ
た
。
こ
う
い
う
点
が
生
徒
の
人
気
を
集

め
ら
れ
た
」（「
伊
藤
…
…
頼
み
に
行
け
」
一
一
六
頁
）
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上
田
春
治
郎
「
地
理
な
ん
て
も
の
は
、
歴
史
と
違
っ
て
無
味
乾
燥
で
、
得
て
生
徒
が
倦
み
厭
き
易
く
、
従
っ
て
興

味
を
覚
え
ず
、
試
験
点
数
が
悪
く
な
り
勝
ち
で
、
教
え
る
先
生
も
困
る
も
の
だ
が
、
守
屋
先
生
は
、
ソ
コ
を
能
く

呑
み
込
ん
で
居
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
！
　
実
に
面
白
く
、
我
々
餓
鬼
共
を
笑
わ
せ
乍
ら
、
巧
み
に
教
授
の
要
領
を

つ
か
ん
で
行
か
れ
た
。（
中
略
）
面
白
く
、
独
り
で
に
少
年
の
頭
に
入
る
様
、
滑
稽
諧
謔
交
り
に
、
ド
ッ
ト
笑
わ
せ

乍
ら
記
憶
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
。（
中
略
）
時
に
無
礼
な
言
動
が
あ
っ
た
り
す
る
と
、
ム
キ
に
な
っ
て
怒
ら
ず
に
、
著

名
政
治
家
な
ど
の
立
志
受
難
修
養
時
代
の
実
話
な
ど
を
語
り
て
「
君
方
等
ソ
ウ
言
う
が
、
僕
も
今
に
大
政
治
家
に

成
る
か
も
知
れ
ん
ぞ
」
な
ど
と
哄
笑
さ
れ
る
た
り
し
た
。」（「
守
屋
先
生
を
追
憶
す
」
一
一
九
頁
）

　
片
岡
　
環
「
私
が
先
生
に
は
じ
め
て
接
し
た
の
は
確
か
大
正
九
年
の
事
で
あ
っ
た
と
思
う
。
海
城
中
学
校
の
五
年

生
の
時
で
あ
る
。
そ
の
頃
先
生
は
私
達
に
地
理
を
教
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
お
顔
は
常
に
に
こ
に
こ
と
し
て
ま
る

で
恵
美
寿
様
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
そ
の
話
し
出
さ
れ
る
事
は
よ
く
要
を
掴
ん
で
居
て
、
決
し
て

無
駄
は
な
か
っ
た
。
又
部
屋
を
歩
か
れ
た
り
、
手
真
似
を
さ
れ
た
り
、
や
さ
し
い
笑
い
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
り
、

そ
の
教
授
法
は
今
で
も
は
っ
き
り
と
私
の
心
の
な
か
に
生
き
て
い
る
。
先
生
は
教
師
と
し
て
は
か
た
や
ぶ
り
の
教

師
で
あ
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。」（「
先
生
を
憶
ふ
」
一
二
七
頁
）

　
川
島
菱
園
「
私
が
初
め
て
守
屋
先
生
を
知
っ
た
の
は
、
今
よ
り
四
十
年
の
昔
、
明
治
三
十
二
年
四
月
獨
逸
協
会
学

校
に
入
学
し
た
時
で
あ
り
ま
し
た
。
先
生
は
地
理
歴
史
科
の
担
任
で
、
生
徒
に
対
し
て
教
授
す
る
こ
と
誠
に
懇

切
、
一
つ
一
つ
の
事
物
を
噛
ん
で
ふ
く
め
る
よ
う
に
、
生
徒
の
脳
裏
に
徹
底
さ
せ
ね
ば
止
ま
ぬ
と
い
う
教
授
法
で

あ
り
ま
し
た
。
地
理
学
に
至
っ
て
は
殊
に
造
詣
深
く
、
其
の
該
博
な
る
知
識
を
以
て
諄
々
と
し
て
説
明
す
る
こ

と
、
慈
父
の
愛
児
に
対
す
る
如
く
で
、
又
非
常
に
生
徒
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。」（「
守
屋
先
生
と
私
」

一
三
六
頁
）

　
宇
野
木
忠
「
先
生
は
講
義
を
な
さ
る
に
も
教
科
書
そ
の
も
の
の
み
に
拘
泥
せ
ず
に
雑
音
を
介
在
し
て
時
々
生
徒
を

笑
わ
す
の
で
、
他
の
学
科
と
違
っ
て
面
白
く
楽
し
い
間
に
記
憶
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。（
中
略
）
温
情
籠
も
れ
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る
態
度
に
は
吾
々
生
徒
は
本
当
に
先
生
の
徳
を
慕
っ
て
い
ま
し
た
。」（「
地
理
の
先
生
」
二
一
四
頁
）
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本
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筆
に
あ
た
り
、
株
式
会
社
帝
国
書
院
代
表
取
締
役
社
長
　
佐
藤
清
　
様
に
は
多
く
を
ご
教
示
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
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に
感
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す
。



二
〇
二
四
年
（
令
和
六
年
）
五
月
十
五
日

吉
祥
女
子
中
学
・
高
等
学
校
「
研
究
誌
」
第
56
号
抜
刷

守
屋
荒
美
雄
の
初
期
教
育
論

　
　「生
徒
ノ
自
治
思
想
養
成
法
」
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